
1 生命保険料控除

対象契約

生命保険料
控除の
手続き

対象保険料

●納税者本人が保険料を支払い、かつ、保険金受取人のすべて
が「本人」、「配偶者」または「その他の親族」である生命保険
契約（保険期間が5年未満で一定のものなどは除かれます。）。

●１年間（1月～12月）に払い込んだ保険料の合計額から、その
年に支払われた配当金を差し引いた金額（年間正味払込保険
料）となります。

❶当社から「保険料払込証明書」を毎年発行します。
❷生命保険料控除の特典を受けるには「申告」が必要です。
〈給与所得者の方〉
●年末調整の際、「保険料控除申告書」に「保険料払込証明
書」を添付して勤務先に提出してください。

●保険料が団体払込みのときで、１年間に払い込んだ保険料
の総額などを勤務先で確認できる場合は、「保険料払込証
明書」の発行はしません。

〈給与所得者以外の方（申告納税者）〉
●確定申告の際、「確定申告書」に「保険料払込証明書」を添
付して所轄の税務署に提出してください。

給与の年収額や給与以外の所得が一定の額を超える場合など
には、確定申告が必要です。

●基本契約は「一般生命保険料控除」の、無配当疾病傷害入
院特約は「介護医療保険料控除」の対象です。

●災害特約および無配当傷害入院特約は生命保険料控除の
対象外です。

1月～12月に払い込んだ保険料に応じた一定の額が、所得税と住民税
の課税対象となる所得から控除される制度です。これにより「所得税」
と「住民税」が軽減されます。
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」
および「個人年金保険料控除」の３つの控除があります。

●次のとおり年間の所得金額から控除されます。

●「一般生命保険料」および「介護医療保険料」がある場合には、
それぞれ「別枠」で計算した金額の合計となります。

生命保険料
控除額 〈所得税〉

年間正味払込保険料 控除金額

20,000円以下のとき

20,000円を超え40,000円以下のとき

40,000円を超え80,000円以下のとき

80,000円を超えるとき

全　額

（年間正味払込保険料×1／2）＋10,000円

（年間正味払込保険料×1／4）＋20,000円

一律 40,000円

〈住民税〉
年間正味払込保険料 控除金額

12,000円以下のとき

12,000円を超え32,000円以下のとき

32,000円を超え56,000円以下のとき

56,000円を超えるとき

全　額

（年間正味払込保険料×1／2）＋6,000円

（年間正味払込保険料×1／4）＋14,000円

一律 28,000円
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保険金にかかる税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって異な
ります。以下は、ご契約者が保険料負担者の場合です。

契約内容の例

ご契約者 被保険者 保険金受取人
税の種類

（1）保険金の課税の取扱い
学資祝金、満期保険金、死亡給付金、死亡保険金

夫

妻

夫

妻

子

子

所得税（一時所得）（※）
住民税

2 保険金の税法上の取扱い

入院保険金、手術保険金、長期入院一時保険金、
傷害保険金

（2）入院保険金などの非課税扱い
●次の保険金の受取人（ご契約者）が「被保険者」・「被保険者の配偶者」・
「被保険者の直系血族」・「被保険者と生計を一にする親族」であるときに
は、次の保険金は「非課税」となります。

●平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の課税対象
となる場合は、復興特別所得税についても課税対象となります。

●金融類似商品とみなされる保険契約の差益は、源泉分離課税の対象と
なります。

●平成26年7月現在に適用される税制に基づき記載しています。今後、
税制が変わる場合もあります。一般的な税務の取扱いを記載している
ものであり、実際の取扱いは、個々の状況によって異なる可能性もあり
ます。

●詳しくは、所轄の税務署などに確認してください。

ご注意

（※）学資祝金付21歳満期学資保険の学資祝金および満期保険金の場合は、所得
税（雑所得）となります。
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